
 

提案書類提出締切： 令和６年５月３１日（金）
（２０２４年）

■制度説明・対策講座の実施

提案を考えている方へ、
対策講座を実施します！
【日時】令和６年４月２１日（日）

１０時～１１時（予定）
【会場】スワンホール
【費用】無料（先着１５名）
【主催】市民まちづくりプラザ

伊丹の課題を協働で解決！

令和６年度（202４年度）

伊丹市公募型
協働事業提案制度

募集要項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

伊丹市における「協働」のまちづくりとは、「市民自らの 

意思によって参画し、市民と市が相互の信頼関係に基づい

て、それぞれ果たすべき役割と責任を分担し、補完し合い、

協力して進めていく」ことであると、「伊丹市まちづくり基

本条例」に定めています。 

「協働」のまちづくりとは 
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１ 

 

事業提案の際には、必ずまちづくり推進課又は市民 

まちづくりプラザにご相談ください。 

提案を検討されている事業の内容が、市の課題と 

合致しているか等、ご相談いただく機会を設けています。 

担当部署とも必要に応じてご相談・情報共有ができるよう 

場を設定するため、締め切り直前よりも、前もって 

ご相談いただくことをおすすめしています。 

市の地域課題が解決
できる事業を提案！

市が挙げた課題を
解決する事業を応募！

★令和６年度は募集なし⇒詳細は４ページへ

１ 伊丹市公募型協働事業提案制度の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊丹市公募型協働事業提案制度とは？ 

本制度は、伊丹市における公益的な事業に対し、市民活動団体等の経験や知識を活かし、団体と行政とが協働して取り組む

ことにより効果の上がる事業を公募する仕組みです。 

 

この制度には、「市民提案型」と「行政提案型」の二種類があります。 

事業提案のまえに・・・ 
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公開プレゼンテーションのようす 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

提案から事業の実施までのイメージ 
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まちづくり推進課又は 

市民まちづくりプラザへ 

必ず事前相談を。 

※担当部署とは随時相談。 

公開プレゼンテーションに向けて 

市民まちづくりプラザで対策講座を

実施しています！（表紙参照） 

1 31 
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伊丹市  協働事業 

 

   

 

事業名 団体名 提案内容 担当課 

みんなが得する！口座振替制

度（金融教育を通じた口座振替

利用促進コーディネート） 

 

行政提案 

 

金融リテラシー 

向上実行委員会 

市税の口座振替を推進するた

めの啓発方法等の各種提案。 

 

徴収課 

相続・空き家対策事業 

 

市民提案 

一般社団法人 

地方創生 

パートナーズ 

 

空き家の未然対策、適正管理、

相続登記問題に関する啓発活

動及び相談対応。 

 

 

 

建築指導課 

障害のある人も安心して暮らせ

る町づくり事業 

 

市民提案 

特定非営利活動法人 

伊丹アドボカシー 

ネットワーク 

 

伊丹市内の障害者サービス提

供事業者の虐待防止に関する

委員会の運営支援や研修の開

催支援。 

障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の採択された事業一覧は、まちづくり推進課ホーム

ページに掲載しています。 

事業実施のようすも、進捗状況として掲載しておりますの

で、ぜひご覧ください。 

 

◆◇ 令和５年度 採択事業 ◇◆ 
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 市民提案型  

 

 

伊丹市における地域課題の解決や地域の活性化を目指す新たな事業、又はこれまで市が単独で実施してき

た事業について、市民活動団体等ならではの視点から市に提案していただきます。 

実施にあたっては提案団体が有する専門性や経験を活かし、企画から実施までのすべてのプロセスを市と

協働で進めていきます。 

 

◆◇提案できる団体◇◆ 

原則として次の①から④までの要件を満たすことが必要です。 

①伊丹市内に事務所、または伊丹市内での活動実績のある市民活動団体（※）、非営利の法人、事業者 

（個人での提案はできません）。 

②団体の構成員が５人以上おり、責任の所在が明確であるとともに民主的な意思決定がなされること。 

③団体の運営に関する規則(規約、会則、定款など、名称は問いません)があること。 

④団体の運営に伊丹市が関与していない団体。議員が役員となっていない団体。 

 

※ 市民活動団体は、地縁型団体・テーマ型団体などをさします。実行委員会や共同事業体なども含みます。 

 

◆◇提案できる事業◇◆ 

原則として次の①から③までの要件を満たすことが必要です。 

①伊丹市内で実施する市民公益事業、又は伊丹市民が主たる担い手・参加者になる事業であること。 

②団体と市とが協働することによって効果が上がる事業であること。 

③伊丹市の総合計画に沿った事業であること。 

 

注：地縁型団体（自治会・まちづくり協議会等）が提案される場合、その団体の活動区域内の住民に対象を限定する

事業は、この制度の対象からのぞきます。 

 

◆◇提案時に提出していただく書類◇◆ 

①伊丹市公募型協働事業「市民提案型」提案書（様式１） 

②伊丹市公募型協働事業提案制度 事業実施計画書（別紙） 

③団体の組織及び運営に関する事項を記載した書類（任意書式） 

④団体の事業計画書及び収支予算書（任意書式） 

⑤前事業年度における団体の決算書（任意書式。本年度設立の団体は除く） 

⑥これまでの活動内容を記載した書類（任意書式） 

その他、必要に応じて書類のご提出をお願いすることがあります。 

 

※①と②の様式は伊丹市のホームページからダウンロードできます。 

詳しくは「伊丹市 協働事業提案制度」と検索してください。 
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④伊丹市の担当部署との事業化に向けた協議 

「公募型協働事業提案制度対策講座」（制度説明、申請書の書き方、事例紹介など） 

開催日時：令和６年４月２１日（日）１0時～１1時 

場  所：スワンホール（場所は裏表紙をご覧ください） 

提案をお考えの団体は、原則

ご参加ください。 

 

◆◇提案から事業を実施するまでの流れ◇◆ 

 

①提 案  （提案締切：令和６年５月３１日（金）） 

  

 

 

 

 

 

 

 

提案書類を提出する際には、必ず事前に伊丹市役所まちづくり推進課又は市民まちづくりプラザにご

相談ください。必要に応じ、担当部署と協議し、現在の市の取り組み状況などについて情報共有を行ってい

ただきます。 

提出にあたっては、提案書類に不備がないか確認しますので、必ず伊丹市役所まちづくり推進課に書類一

式を直接、持参してください。 

 

②庁内調整及び事前審査 

     

提案された事業については、市の総合計画に沿っているか、事業内容や予算規模は市が協働事業として

実施すべきものかどうかなど、庁内で確認及び調整を行い、市の意見を伊丹市参画協働推進委員会の委員

へ伝えます。 

委員は、その意見を踏まえ事前審査を実施し、その結果を参考意見として提案団体に伝えます。 

 

③公開プレゼンテーション  （令和６年８月下旬 開催予定） 

   

提案団体は、公開で提案事業についてのプレゼンテーションと、伊丹市参画協働推進委員会の委員との質

疑応答を行っていただきます。 

伊丹市参画協働推進委員会は、プレゼンテーション及び質疑応答を通じ、公益性・協働性・実現性などの視

点から、その事業を市との協働で進めるべきかについて審査し、市長に報告します。 

 

 

 

 

   公開プレゼンテーションにおける審査を経て、市との協働を進めるべきという判断をされた場合、提案団

体は、事業の実施に向けて、役割や責任の分担、事業の実施方法・経費などについて、伊丹市の担当部署（事

業内容によっては複数となることもあります）と調整していただきます。 

協議結果は伊丹市参画協働推進委員会に報告します。 

新規予算を伴う事業の場合は、市議会の議決が必要です。 

 

⑤事業の実施  （事業の内容により、実施期間は異なります） 

    

 

 

★ 注 意 事 項

 

 

  

事業の内容によっては、実施前に伊丹市と契約を締結していただきます。仕様や契約内容等について

は、団体と市とで協議を経て決定します。 

（

(事業の内容により、協議期間は異なります） 

 



６ 

 

 

 （基本理念） 

 第２条 まちづくりは、市民が自らの意思によって参画し、市民と市が相互の信頼関係に基づいて、 

それぞれが果たすべき役割と責任を分担し、補完し合い、協力して進めなければならない。 

（「伊丹市まちづくり基本条例」より） 

 

 

２ 協働のあり方 
 

 

伊丹市の「協働」のあり方は、伊丹市まちづくり基本条例第２条の基本理念（下記参照）に示されています。実

際に市民と市が協働して地域の課題解決に取り組むにあたっては、より具体的なルールを市民と市で共有し

ておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

◆◇協働のルール◇◆ 

 

協働で事業を実施するためには、次のルールに基づいて団体と行政の協働が行われているかを常にチェッ

クしながら、進めることが大切です。 

 

 

 

◆◇協働の担い手◇◆ 

 

多様な担い手が協働することで、きめ細かく、質の高い公共サービスの提供が期待されるとともに、まちづ

くりの課題を市民と市で共有し、ともに解決策を探すことが可能になります。 

公募型協働事業提案制度では、持続性のある公共サービスの提供を目指すという目的から、提案・応募でき

る協働の担い手は団体に限定しています。 

 

提案できる団体については「市民提案型」の募集要項のページ（P4）をご覧ください。 
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◆◇協働のかたちとその範囲◇◆ 

 

協働によって行う事業には、主として次のようなかたちが考えられます。 

事業の目的や内容、期待される効果、相手の特性によって最もふさわしい形態を選ぶことが大切です。 
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３ 様   式 
 

 

 

様式１） 伊丹市公募型協働事業「市民提案型」提案書      ・・・  9ページ 

 

別紙）  伊丹市公募型協働事業提案制度 事業実施計画書  ・・・ 10ページ 
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様式１  

年  月  日 

（あて先） 

伊 丹 市 長 様 

（提案者） 

団体名  

代表者の名前                  
 

令和  年度 伊丹市公募型協働事業「市民提案型」提案書 

 

下記のとおり、提案します。なお、募集要項に掲げる提案団体・提案事業の要件を満たすとともに、添付

書類の内容が事実と相違ないことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 提案事業名 

 

                                              

 

２ 提案事業の内容 

 「事業実施計画書」のとおり 

 

 

３ 団体について 

 

団体名
ふりがな

 
 

 

代表者の 

役職名・名前
ふりがな

 

 

 

主たる事務所所在地 

（代表者住所） 

〒 

 

電話  ファクス  

電子メール  ホームページ  

設立年月 年     月 構成員数           人 

担当者の 

役職名・名前
ふりがな

 
 

事業担当者連絡先（上記の「主たる事務所所在地（代表者住所）」と異なる場合ご記入ください。） 

氏

名 
 

住

所 

〒 

 

電話  ファクス  電子メール  

 
【添付書類一覧】 
 (1) 事業実施計画書（別紙） 

 (2)  団体の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

 (3) 団体の事業計画書及び収支予算書 

 (4) 前事業年度における団体の決算書（本年度設立の団体は除く） 

 (5) これまでの活動内容を記載した書類 
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（別紙）  

伊丹市公募型協働事業提案制度 事業実施計画書 

(１) 事業名称（目的や内容をイメージしやすい内容で） 

 

 

 

(２) 事業目的（箇条書きでも文章でも可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 具体的な事業内容（事業対象者、実施予定場所等についてお書き下さい）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 提案する協働事業における各主体の役割（箇条書きでも文章でも可） 

①貴団体の役割 

 

 

 

 

 

②市の役割 

 

 

 

 

 

 

③その他 

 

 

 

 



１１ 

 

（別紙） 

(５) 事業実施スケジュール（時期は年度など、実施内容は箇条書きでも文章でも可） 

時期 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 事業実施に必要と想定される経費（現時点で可能な範囲でお書き下さい） 

経費の名称 金額 資金の調達方法（調達先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小計、合計金額

もご記入下さい。   
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